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文書 No: NDSMO20241213-D02 

2024年 12月 13日 

「ほのぼの」シリーズ 

障害者総合支援法対応システム 

システム担当者 様 

システム開発本部 開発第１部 部長  

五十嵐 悠太 
 

 
拝啓 平素より「ほのぼの」シリーズをご愛顧いただきまして厚く御礼申し上げます。  

早速ではございますが、ほのぼのmore 請求管理システムの自動算定処理について、以下の機能改修を行い

ますので、ご案内いたします。お手数お掛けいたしますが、下記詳細をご確認いただき、ご対応のほど、よ

ろしくお願いいたします。  

末筆ながら、貴事業所の一層のご隆盛をお祈り申し上げます。 

敬具 

記 

【対象の事業種別】 

共同生活援助 

 

【対応内容】 

日中支援加算の自動算定の際に、日中支援対象利用者を事業所番号単位だけではなく、適用事業所単位

に計算できるように設定を追加いたします。 

 

【修正プログラムのご提供について】 

・NDSダウンローダーをご利用のお客様 

NDSダウンローダー：2024年 12月 18日（水） 午前 9時に配信を予定しております。 

・onlineプラットフォームをご利用のお客様 

メンテナンス実施：2024年 12 月 18 日（水）午後 10 時～翌 19日（木）午前 6 時を予定しております。 

 

【修正プログラム適用後の操作方法】 

1） 【請求管理システム】→［ヘルプ］メニュー→[バージョン情報]より、実行プログラムの日付が

「2024/12/10」に更新されたことをご確認ください。 

 

※NDS ダウンローダーのお客様で、修正プログラムが適用されていない（実行プログラムの日付が

「2024/12/10」より前の日時）場合は、NDS ダウンローダーより修正プログラムをダウンロードし、

実行してください。  

・修正プログラム：「リリース ID：2024年 12月 10日版」 

【お知らせ】 
共同生活援助の日中支援加算の自動算定の機能を改修いたします 

Version 3.00.0028が

対象となります。 

実行プログラムの日付をご確認ください。 

修正プログラム適用後：2024/12/10  
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2） 修正プログラムの適用が確認できましたら（実行プログラムの日付が「2024/12/10」以降の場合）、 

［ツール］メニュー→[初期設定マスタ]に、「自動算定（日中支援加算）」チェックボックスが表示さ

れたことをご確認いただき、必要に応じて設定の変更をお願いいたします。 

 

 

※通常は変更の必要はございません。「事業所切替」にて、適用している事業所単位で日

中支援対象利用者を計算する場合のみ、設定の変更をしてください。 

大変恐縮ではございますが、日中支援対象利用者を事業所番号単位または適用事業所単位

のいずれかで計算するかについては、管轄の市区町村にご確認いただきますようお願いい

たします。 

 

※上記の設定を有効にする事業所様の場合、同一事業所番号の事業所の設定は統一してい

ただくようにお願いいたします。 

統一されない場合、日中支援対象利用者を正しく計算できなくなり、正しいサービスが算

定されません。 

 

例： 
 

事業所Ａ（事業所番号：1000000001） 日中支援対象利用者：１名  設定：ＯＮ 

事業所Ｂ（事業所番号：1000000001） 日中支援対象利用者：１名  設定：ＯＦＦ  
 

上記の例の場合、事業所Ａでは事業所Ａの日中支援対象利用者のみを合計するため１名と

なり、日中支援対象利用者が１人のサービスが算定されますが、事業所Ｂでは事業所番号

が同一の事業所Ｂと事業所Ａの日中支援対象利用者を全て合計するため、日中支援対象利

用者は２名となり、日中支援対象利用者が２人以上のサービスが算定されてしまいます。 

 

3） 通常どおり自動算定を実行いただき、請求業務を行ってください。 

 

【お問い合わせ先】 

ご不明な点がございましたら、「ほのぼの」シリーズサポートセンターまでお問い合わせください。 

 

以上 

「自動算定（日中支援加算）」が追

加されているので、必要に応じて

変更してください。 


